
広 報 え び な

広報えびな録音版　障がい者手帳（視覚）をお持ちのご希望の方にお送りします　問　市社会福祉協議会（☎235・0220）

平成21年（2009年）1月15日（3）　第 909号

※平成11年～18年に入居し、所
　得税の住宅ローン控除を受け
　ている方に限ります
※給与収入（年末調整済みのも
　の）における所得以外に収入のある方は、対象にならない場合があります。詳
　しくは市民税課へお問い合わせください
※④の源泉徴収票の摘要欄に、居住開始日の記載がない場合には、税務署から
　送付された「住宅借入金等特別控除申告書」にある居住開始年月日を確認
　し、摘要欄にご記入ください

【表２】市・県民税の住宅ローン控除申告の方法

【表３】市・県民税から控除される住宅ローン控除額の計算方法
            　　　　　（給与収入のみで年末調整済みの場合）

（1）年末調整をした方
　申告書・平成20年分の源泉徴収票（原本）・印鑑（認印も可）を持参して市
　役所へ
　～郵送で提出する場合～
　源泉徴収票（原本）を添付し、申告書3枚（市町村提出用・税務署確認用・
　本人控用）を提出。ただし、本人控用として受付印の押印が必要ない方は2
　枚（市町村提出用・税務署確認用）。本人控用として受付印を押印した申告
　書の返信を希望する方は、切手を張った返信用封筒を同封
（2）確定申告をする方
　市・県民税の住宅ローン控除申告書を確定申告書に添付し、税務署へ提出
　してください
※（1）（2）とも、申告書には居住開始年月日を記入しますので、事前に確認
　してください

【表1】確定申告作成指導に持参するもの
① 印鑑
② 源泉徴収票（原本）
③社会保険料の年間納入額が分かる領収書または
　証明書（国民年金は控除証明書の添付が必要）
④生命・地震保険など各種控除証明書（年末調整分
　を除く）
⑤ 医療費控除の場合
　領収書（あらかじめ合計額を計算してください）と
　高額療養費、分べん費など医療費の補てんを受け
　た金額の分かるもの
⑥ 住宅借入金等特別控除の場合
　土地、建物の登記簿謄本・抄本（登記事項証明
　書）、請負や売買契約書の写し、住民票（今年１月１
　日以降発行）、住宅取得資金に係る借入金の年末
　残高等証明書。増改築等の場合は、建築確認済書
　の写しもしくは検査済証の写し、または建築士から
　交付を受けた増改築等工事証明書
⑦ 申告者自身の銀行口座番号
⑧ 申告書が郵送された方は、その用紙
⑨ 筆記用具、計算用具

②税源移譲後の所得税額（平成20年分）
課税所得金額（＊） 所得税額
195万円以下
195万円超 
　330万円以下

〔（＊）×5％〕　

〔（＊）×10％〕－　　97,500円

330万円超
　695万円以下〔（＊）×20％〕－　 427,500円

695万円超
　900万円以下〔（＊）×23％〕－　 636,000円

〔（＊）×40％〕－ 2,796,000円

900万円超
　1800万円以下〔（＊）×33％〕－ 1,536,000円

（＊）＝源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた額

（A）前年分の所得税に係る
　　  住宅ローン控除可能額
　※会社から受け取る源泉徴収票
　　の「摘要欄」に記載

税源移譲後
の税率で算
出した前年
分の所得税
額（下表②）（B）税源移譲前の税率で算出した

　　  前年分の所得税額（下表①）

（Ａ）（Ｂ）の
いずれか
少ない金額

問　

大
和
税
務
署（
☎
262
・
９
４
１
１
）

【図１】住宅ローン控除が受けられる方の源泉徴収票（例）

1800万円超

①税源移譲前の所得税額（平成18年分）
課税所得金額（＊） 所得税額
330万円以下
330万円超 
　900万円以下

〔（＊）×10％〕　

〔（＊）×20％〕－　 330,000円

900万円超
　1800万円以下〔（＊）×30％〕－ 1,230,000円

〔（＊）×37％〕－ 2,490,000円1800万円超

①源泉徴収税額（所得税に金額）が0円
②住宅借入金等特別控除額（所得税の
　住宅ローン控除）に記載がある
③住宅借入金等特別控除可能額が②よ
　り多い額である
④居住開始日の記載があることを確認

　

▽
申
告
期
間　
【
所
得
税
】２

月
16
日
月
〜
３
月
16
日
月　

【
消
費
税（
個
人
事
業
者
）】３
月

31
日
火
ま
で　
【
贈
与
税
】２
月

２
日
月
〜
３
月
16
日
月　

▽
申

告
用
紙　

税
務
署
に
あ
り
ま
す

※

所
得
税
関
係
の
用
紙
は
、
１

月
下
旬
か
ら
市
民
税
課
窓
口
で

も
入
手
可　

▽
提
出
方
法　

申

告
書
な
ど
の
提
出
は
、
直
接
ま

た
は
郵
送
で
大
和
税
務
署

（
〒
242

－

８
５
６
７
大
和
市
中

央
５

－

14

－

22
）へ
。

　

※

閉
署
日
と
時
間
外
に
提
出

す
る
場
合
は
、
税
務
署
入
口
に

設
置
の「
時
間
外
文
書
収
受
箱
」

に
投
か
ん
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
役
所
へ
の
郵
送
に
よ
る
提

出
や
、
申
告
期
間
以
外
の
提
出

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

◆
大
和
税
務
署
で
は
、
申
告

期
間
中
の
土
日
□祝
は
業
務
を
行

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
２
月
22
日

日
・
３
月
１
日
日
の
み
、
申
告

相
談
と
申
告
書
の
受
け
付
け
を

行
い
ま
す（
両
日
と
も
、電
話
に

よ
る
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
）。

　

税
理
士
会
大
和
支
部
で
は
、

小
規
模
納
税
者（
前
年
度
の
所

得
金
額
が
300
万
円
以
下
の
方
）

お
よ
び
年
金
・
給
与
所
得
者

で
還
付
申
告
を
す
る
方
を
対

象
に
、所
得
税
の
申
告
相
談
と

受
付
を
行
い
ま
す
。

　

▽
受
付
日
時　

２
月
６
日

金
９
時
〜
11
時
30
分
、
13
時

〜
15
時　

▽
会
場　

市
役
所

附
属
棟
Ｄ
・
Ｅ
会
議
室
。

　

※

直
接
会
場
へ
。混
雑
時

は
、
受
付
終
了
時
間
が
早
ま

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

大
和
税
務
署
で
は
、
年
金
受

給
者
ま
た
は
給
与
所
得
者
で

還
付
申
告
を
す
る
方（
医
療
費
・

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
や

年
末
未
調
整
な
ど
）を
対
象
に
、

確
定
申
告
書
の
期
日
前
作
成

指
導
を
行
い
ま
す
。

　

▽
受
付
日
時　

２
月
２
日

月
〜
４
日
水
９
時
〜
11
時
30

分
（
受
付
が
200
人
を
超
え
た
場

合
は
午
後
へ
）、13
時
〜
15
時
30

分　
※

混
雑
時
は
時
間
変
更
・

入
場
制
限
あ
り　

▽
会
場　

市
役
所
401
会
議
室　

▽
持
ち

物　

表
１
参
照
。

　

平
成
19
年
に
実
施
し
た
税
源

移
譲
に
よ
り
、
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）

の
適
用
を
受
け
て
い
る
方
で
、

税
源
移
譲
後
の
所
得
税
か
ら
控

除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る

　

大
和
税
務
署
で
は
、
今
月
か

ら
給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者

で
、
医
療
費
控
除
・
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け
る

方
や
、
昨
年
会
社
を
中
途
退
職

し
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
方

な
ど
を
対
象
に
、
還
付
申
告
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。２
月
16

日
月
か
ら
の
確
定
申
告
期
間
中

は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
。

①
医
療
費
控
除

　

本
人
ま
た
は
家
族
の
病
気
治

療
や
、
出
産
な
ど
に
支
払
っ
た

１
年
間
の
医
療
費
の
総
額
か

ら
、
保
険
や
給
付
金
な
ど
で
補

て
ん
さ
れ
る
額
を
差
し
引
い
た

金
額
が
10
万
円
（
所
得
が
200
万

円
未
満
の
場
合
は
所
得
の

５
％
）を
超
え
た
と
き
は
、そ
の

超
え
た
額
が
医
療
費
控
除
額
と

な
り
ま
す
（
限
度
額
200
万
円
）。

こ
れ
を
諸
控
除
（
扶
養
控
除
な

ど
）に
加
算
し
て
、所
得
税
額
を

場
合
は
、
所
得
税
だ
け
で
は
な

く
、
市
・
県
民
税
か
ら
の
控
除

も
で
き
ま
す
。こ
の
控
除
を
受

け
る
方
は
、毎
年
、ご
本
人
が
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

▽
対
象　

平
成
11
年
か
ら
18

年
ま
で
の
間
に
入
居
し
、
次
の

①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
方　

①
税
源
移
譲
で
所
得
税
額
が
減

り
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額

が
所
得
税
額
よ
り
多
く
な
っ
た

た
め
、
控
除
し
き
れ
な
く
な
っ

た
方 
②
税
源
移
譲
前
で
も
、住

宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
が
所
得

税
額
よ
り
多
い
た
め
控
除
し
き

れ
ず
、
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
控

除
し
き
れ
な
い
額
が
さ
ら
に
多

く
な
っ
た
方
（
図
１
参
照
）※

19
年
以
降
に
入
居
し
た
方
は

対
象
外　

▽
申
告
方
法　

表

２
参
照
（
申
告
用
紙
は
市
民
税

課
窓
口
お
よ
び
申
告
会
場
に

あ
り
ま
す
）　

▽
提
出
期
間
・

場
所　

２
月
13
日
金
ま
で
・

市
民
税
課
窓
口
、
２
月
16
日
月

〜
３
月
16
日
月
（
土
日
除
く
）・

市
役
所
401
会
議
室 ※

土
曜
開
庁

日（
第
１
・
３
土
午
前
）は
市
民

税
課
窓
口
で
受
け
付
け　

▽
提

出
期
限　

３
月
16
日
月　

▽
控

除
額
の
計
算
方
法　

表
３
参
照
。

な
お
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、

金
額
の
計
算
・
印
刷
が
で
き
る

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

申
告
書
」を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
の
で
、ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

※

こ
の
控
除
は
、
会
社
の
年

末
調
整
の
み
で
は
適
用
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
必
ず
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

　
　
　
　
　
　
　
　

申
告
受
付
中

〜
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
方
対
象
〜

算
出
し
、
年
末
調
整
等
さ
れ
た

所
得
税
額
と
の
差
額
が
あ
る
場

合
は
、還
付
さ
れ
ま
す
。

②
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し

た
住
宅
の
購
入
や
、
増
改
築
な

ど
を
し
た
場
合
で
、
一
定
の
要

件
を
満
た
し
た
と
き
は
、
住
宅

借
入
金
等
の
年
末
残
高
に
応
じ

た
額
が
所
得
税
額
か
ら
控
除
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、昨
年
入
居
し
た
方
は
、

控
除
の
適
用
期
間
を
選
択
で
き

ま
す（
10
年
ま
た
は
15
年
）。

【
10
年
適
用
の
場
合
】

　

▽
住
宅
借
入
金
等
の
年
末
残

高
限
度
額
＝
２
０
０
０
万
円

　

▽
控
除
額
＝
６
年
目
ま
で
は

残
高
の
１
％
、
７
〜
10
年
目
は

残
高
の
0.5
％

【
15
年
適
用
の
場
合
】

　

▽
住
宅
借
入
金
等
の
年
末
残

高
限
度
額
＝
２
０
０
０
万
円

　

▽
控
除
額
＝
10
年
目
ま
で
は

残
高
の
0.6
％
、
11
〜
15
年
目
は

残
高
の
0.4
％
。

　

※

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な

る
医
療
費
や
保
険
金
な
ど
で
補

て
ん
さ
れ
る
金
額
お
よ
び
所
得

税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

の
要
件
の
詳
細
な
ど
は
、税
務
署

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
還
付
申
告
大
和
税
務
署
で

受
付
中

所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与
税

申
告
書
提
出
は

　

大
和
税
務
署
へ

税
理
士
の
無
料
申
告
相
談

確定申告書の
　　  作成指導します

問　市民税課（☎235・8594）

2月 2日～4日 市役所で

◆
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

市
役
所
会
場
で
は
、
営
業
等

の
事
業
・
農
業
・
不
動
産
・
譲

渡
所
得
の
あ
る
方
、
分
離
課
税

用
・
損
失
申
告
用
の
申
告
書
を

使
用
す
る
申
告
や
、
青
色
申
告

の
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。大
和

税
務
署
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。

　

※

市
役
所
で
は
、
２
月
16
日

月
〜
３
月
16
日
月
（
土
日
除

く
）も
、所
得
税
の
確
定
申
告
書

の
作
成
指
導
・
相
談
を
実
施
し

ま
す
。詳
し
く
は
、本
紙
次
号
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。


